
財 関 第 2 1 1 号 

令和４年３月 29日 

各 税 関 長 殿 

沖縄地区税関長 殿 

関税局長 阪田 渉 

ロシア連邦に対する奢侈品の輸出の禁止措置に伴う税関の対応について

ウクライナをめぐる現下の情勢に鑑み、この問題の解決を目指す国際平和の

ための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした

措置の内容に沿い、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228号）により、

ロシア連邦に対する奢侈品の輸出禁止措置を実施することが決定され、３月 25

日に「ロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について」が閣議了解さ

れたところである。 

これを受けて、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出の禁止措置を実施するため、

輸出貿易管理令の一部を改正する政令（令和４年政令第 122号）等が４月５日

から施行される。 

税関においては、経済産業省貿易経済協力局長からの通知（別紙１）及び国

際局長からの通知（別紙２）を踏まえ、関係省庁との連携を密にし、本輸出の

禁止措置の実効性の確保に努めるため、下記により実施されたい。 

記 

１．税関における審査に際しては、輸出貨物の品名及び価格等が記載されてい

る仕入書等の通関関係書類等により経済産業大臣の輸出の承認の要否を慎重

に確認するとともに、経済産業省と緊密に連携することにより、本輸出の禁

止措置の実効性を確保すること。 

２．税関における支払手段又は貴金属の輸出許可事務の事務処理については、

関税局監視課と十分協議し、適切に処理すること。 

３．上記により適正な通関の徹底を図るほか、事後調査を的確に実施し、違法

行為が発見された場合には厳正に対処すること。また、関係省庁や関係機関

との緊密な情報交換及び連携並びに通関業者、倉庫業者等の関係業者などか

らの情報収集について、一層の充実を図ること。



経 済 産 業 省

官 印 省 略

２０２２０３２５貿局第２号 

令 和 ４ 年 ３ 月 ２ ９ 日

財務省関税局長 殿 

経済産業省貿易経済協力局長 

ロシアを仕向地とする奢侈品の輸出禁止措置等について

 上記の件について、令和４年３月２９日付け閣議決定に基づき、別紙のとお

り輸出貿易管理令の一部を改正する政令が施行されることになるため、税関

においても本改正の趣旨を踏まえ当省と連携の上、御対応方よろしくお願い

いたします。 

（別紙１）



政
令
第
百
二
十
二
号

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
六
十
九
条

の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
三
中
「
第
二
号
フ
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
の
四
中
「
二
〇
」
を

「
一
、
二
〇
」
に
、
「
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
」
を
「
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま

で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
の
五
中
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ホ
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
ヘ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

の
六
中
「
第
二
号
フ
」
の
下
に
「
及
び
第
三
号
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
ニ
中
「
又
は
ロ
シ
ア
」
を
削
り
、
同
号
中
ヘ
を
ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。ホ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
及
び
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の

う
ち
別
表
第
二
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も
の



第
四
条
第
二
項
第
四
号
た
だ
し
書
中
「
場
合
を
除
く
」
を
「
場
合
及
び
別
表
第
二
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
ロ
シ
ア
を

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
三
第
二
号
中
「
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
」
を
「
経
済
産
業
省
令
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
及
び
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

ロ

葉
巻
た
ば
こ
、
シ
ェ
ル
ー
ト
、
シ
ガ
リ
ロ
及
び
紙
巻
た
ば
こ
（
た
ば
こ
又
は
た
ば
こ
代
用
物
か
ら
成
る
も
の
に
限

る
。
）

ハ

香
水
類
、
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
類
そ
の
他
の
調
製
香
料
及
び
美
容
用
、
メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
用
又
は
皮
膚
の
手
入
れ
用
の
調
製

品
そ
の
他
の
化
粧
品
類

ニ

ト
ラ
ン
ク
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
、
携
帯
用
化
粧
道
具
入
れ
、
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
ケ
ー
ス
、
書
類
か
ば
ん
、
通
学
用
か
ば

ん
、
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
、
財
布
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
及
び
ズ
ボ
ン
つ
り
そ
の
他
の
衣
類
附
属
品

ホ

毛
皮
製
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
そ
の
他
の
毛
皮
製
品

ヘ

じ
ゆ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物



ト

つ
づ
れ
織
物

チ

ス
キ
ー
ス
ー
ツ
、
水
着
、
絹
製
の
ブ
ラ
ウ
ス
そ
の
他
の
衣
類
及
び
絹
製
の
シ
ョ
ー
ル
そ
の
他
の
衣
類
附
属
品

リ

ス
キ
ー
靴
、
ス
ポ
ー
ツ
用
の
履
物
そ
の
他
の
履
物

ヌ

革
製
そ
の
他
の
材
料
製
の
帽
子
（
安
全
帽
子
並
び
に
ゴ
ム
製
及
び
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
除
く
。
）

ル

磁
器
製
の
食
卓
用
品
そ
の
他
の
陶
磁
製
品

ヲ

ガ
ラ
ス
製
品
（
鉛
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
に
限
る
。
）

ワ

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
及
び
半
貴
石
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
銀
及
び
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
特
定
金

属
（
銀
及
び
金
を
除
く
。
）
の
製
品
並
び
に
特
定
金
属
を
張
つ
た
金
属
の
製
品

カ

船
舶
推
進
用
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
携
帯
用
の
自
動
デ
ー
タ
処
理
機
械
（
少
な
く
と
も
中
央
処
理
装

置
、
キ
ー
ボ
ー
ド
及
び
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）

ヨ

乗
用
自
動
車
そ
の
他
の
自
動
車
、
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
（
モ
ペ
ッ
ト
を
含
む
。
）
、
補
助
原
動
機
付
き
の
自
転
車
及

び
サ
イ
ド
カ
ー
並
び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

タ

呼
吸
用
機
器
及
び
ガ
ス
マ
ス
ク
（
機
械
式
部
分
及
び
交
換
式
フ
ィ
ル
タ
ー
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
保
護
用
マ
ス
ク
を



除
く
。
）

レ

腕
時
計
、
懐
中
時
計
そ
の
他
の
携
帯
用
時
計
（
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ
チ
を
含
み
、
ケ
ー
ス
に
特
定
金
属
又
は
特
定
金
属

を
張
つ
た
金
属
を
使
用
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
部
分
品

ソ

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

ツ

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
つ
と
う

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



- 1 -

輸
出
貿
易
管
理
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

○
輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
輸
出
の
承
認
）

（
輸
出
の
承
認
）

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

第
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
貨
物
の
輸
出
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

る
者
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
経
済
産
業
大
臣
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

一

別
表
第
二
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
の
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
を
仕
向

地
と
す
る
輸
出

地
と
す
る
輸
出

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

一
の
二

別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
三
六
、
三

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

九
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

物
を
除
く
。
）
の
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ

一
の
三

別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
（
別

る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら

表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま

三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く

で
、
四
四
及
び
四
五
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ベ
ラ

。
）
の
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
一
、
二
〇
か
ら

一
の
四

別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
（
別
表
第
二
の
二
〇
か
ら
二
一

二
一
の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
七
ま
で
、
四
〇
、
四
一
及
び
四

の
三
ま
で
、
二
五
、
三
五
か
ら
三
五
の
四
ま
で
、
四
四
及
び
四
五
の
項

三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア

の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

を
仕
向
地
と
す
る
輸
出

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

一
の
五

ウ
ク
ラ
イ
ナ
（
ド
ネ
ツ
ク
州
及
び
ル
ハ
ン
ス
ク
州
の
区
域
の
う

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

ち
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
区
域
に
限
る
。
第
四
条
第
二
項

第
二
号
ヘ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

第
二
号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

三
四
の
項
を
除
く
。
）
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出



- 2 -

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

一
の
六

ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
及
び
第
三
号
を
除

を
除
く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
（
第
二
号
フ
を
除
く
。
）
に
掲

く
。
）
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る

で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

一
の
七

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
貨
物
（
別
表
第
二
（
三
四
の
項
を
除

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

く
。
）
中
欄
及
び
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）
の
輸
出

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
指
定
す
る
者
と
の
直
接
又
は
間
接
の
取
引

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
特
例
）

（
特
例
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

２

第
二
条
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。
た
だ
し

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

、
別
表
第
二
の
三
七
か
ら
四
一
ま
で
及
び
四
三
か
ら
四
五
ま
で
の
項
の
中

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

欄
に
掲
げ
る
貨
物
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

二

別
表
第
五
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

次
に
掲
げ
る
貨
物
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

イ

別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄
、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六

）
並
び
に
三
五
の
四
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

）
並
び
に
三
五
の
四
及
び
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は

の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ
る
貨
物
に
あ
つ
て
は

、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
五
及

ロ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
五
及

び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

び
三
五
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の

ハ

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第

ハ

別
表
第
五
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
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二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
北
朝
鮮
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

ニ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
に
掲

ニ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
、
別
表
第
二
の
三
に
掲

げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
を
仕
向
地
と
す
る
も
の

げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る

も
の

ホ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
別
表
第
二
の
三
に
掲
げ

（
新
設
）

る
貨
物
及
び
別
表
第
五
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
の
う
ち
別
表
第
二
の

三
第
三
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も

の
ヘ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
仕

ホ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
仕

向
地
と
す
る
も
の

向
地
と
す
る
も
の

ト

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は

ヘ

別
表
第
五
第
二
号
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
又
は

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
六
又
は

ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
す
る
も
の
（
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
六
又
は

第
一
号
の
七
に
規
定
す
る
輸
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

第
一
号
の
七
に
規
定
す
る
輸
出
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

三

（
略
）

三

（
略
）

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

四

別
表
第
六
上
欄
に
掲
げ
る
者
が
本
邦
か
ら
出
国
す
る
際
、
同
表
下
欄

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

に
掲
げ
る
貨
物
を
本
人
が
携
帯
し
、
又
は
税
関
に
申
告
の
上
別
送
し
て

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
輸
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
の
一
の
項
の
中
欄

、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄

、
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
並
び
に
三
五
の
四
の
項
の
中
欄

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ

に
掲
げ
る
貨
物
（
同
表
の
三
五
の
三
の
項
（
一
）
及
び
（
六
）
に
掲
げ

る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る

る
貨
物
に
あ
つ
て
は
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
も
の
に
限
る

。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者

。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
一
時
的
に
入
国
し
て
出
国
す
る
者

が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

が
同
表
の
三
六
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物
（
経
済
産
業
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶

で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
並
び
に
船
舶

又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を

又
は
航
空
機
の
乗
組
員
が
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
貨
物
を
北
朝
鮮
を

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
及
び
別
表
第
二
の
三
第
三
号

仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
除
く
。

に
掲
げ
る
貨
物
を
ロ
シ
ア
を
仕
向
地
と
し
て
輸
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
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を
除
く
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
の
三
（
第
二
条
、
第
四
条
関
係
）

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

一

別
表
第
一
の
一
か
ら
一
五
ま
で
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
貨
物

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

二

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
大
臣
が
省
令
で
定
め
る
も

号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

の
（
前
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ
～
フ

（
略
）

イ
～
フ

（
略
）

三

次
に
掲
げ
る
貨
物
で
あ
つ
て
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
（
前

（
新
設
）

二
号
に
掲
げ
る
貨
物
を
除
く
。
）

イ

ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
及
び
エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル

ロ

葉
巻
た
ば
こ
、
シ
ェ
ル
ー
ト
、
シ
ガ
リ
ロ
及
び
紙
巻
た
ば
こ
（
た

ば
こ
又
は
た
ば
こ
代
用
物
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）

ハ

香
水
類
、
オ
ー
デ
コ
ロ
ン
類
そ
の
他
の
調
製
香
料
及
び
美
容
用
、

メ
ー
キ
ャ
ッ
プ
用
又
は
皮
膚
の
手
入
れ
用
の
調
製
品
そ
の
他
の
化
粧

品
類

ニ

ト
ラ
ン
ク
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
、
携
帯
用
化
粧
道
具
入
れ
、
エ
グ
ゼ

ク
テ
ィ
ブ
ケ
ー
ス
、
書
類
か
ば
ん
、
通
学
用
か
ば
ん
、
ハ
ン
ド
バ
ッ

グ
、
財
布
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
容
器
及
び
ズ
ボ
ン
つ
り
そ
の
他

の
衣
類
附
属
品

ホ

毛
皮
製
の
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
そ
の
他
の
毛
皮
製
品

ヘ

じ
ゆ
う
た
ん
そ
の
他
の
紡
織
用
繊
維
の
床
用
敷
物

ト

つ
づ
れ
織
物

チ

ス
キ
ー
ス
ー
ツ
、
水
着
、
絹
製
の
ブ
ラ
ウ
ス
そ
の
他
の
衣
類
及
び

絹
製
の
シ
ョ
ー
ル
そ
の
他
の
衣
類
附
属
品

リ

ス
キ
ー
靴
、
ス
ポ
ー
ツ
用
の
履
物
そ
の
他
の
履
物
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ヌ

革
製
そ
の
他
の
材
料
製
の
帽
子
（
安
全
帽
子
並
び
に
ゴ
ム
製
及
び

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
も
の
を
除
く
。
）

ル

磁
器
製
の
食
卓
用
品
そ
の
他
の
陶
磁
製
品

ヲ

ガ
ラ
ス
製
品
（
鉛
ガ
ラ
ス
製
の
も
の
に
限
る
。
）

ワ

天
然
又
は
養
殖
の
真
珠
、
貴
石
及
び
半
貴
石
並
び
に
こ
れ
ら
の
製

品
、
銀
及
び
金
並
び
に
こ
れ
ら
の
製
品
、
特
定
金
属
（
銀
及
び
金
を

除
く
。
）
の
製
品
並
び
に
特
定
金
属
を
張
つ
た
金
属
の
製
品

カ

船
舶
推
進
用
エ
ン
ジ
ン
及
び
そ
の
部
分
品
並
び
に
携
帯
用
の
自
動

デ
ー
タ
処
理
機
械
（
少
な
く
と
も
中
央
処
理
装
置
、
キ
ー
ボ
ー
ド
及

び
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
か
ら
成
る
も
の
に
限
る
。
）

ヨ

乗
用
自
動
車
そ
の
他
の
自
動
車
、
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
（
モ
ペ
ッ

ト
を
含
む
。
）
、
補
助
原
動
機
付
き
の
自
転
車
及
び
サ
イ
ド
カ
ー
並

び
に
こ
れ
ら
の
部
分
品
及
び
附
属
品

タ

呼
吸
用
機
器
及
び
ガ
ス
マ
ス
ク
（
機
械
式
部
分
及
び
交
換
式
フ
ィ

ル
タ
ー
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
保
護
用
マ
ス
ク
を
除
く
。
）

レ

腕
時
計
、
懐
中
時
計
そ
の
他
の
携
帯
用
時
計
（
ス
ト
ッ
プ
ウ
ォ
ッ

チ
を
含
み
、
ケ
ー
ス
に
特
定
金
属
又
は
特
定
金
属
を
張
つ
た
金
属
を

使
用
し
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
部
分
品

ソ

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

ツ

美
術
品
、
収
集
品
及
び
こ
つ
と
う



財 国 第 ８ ９ ４ 号

令和４年３月２９日

関税局長 阪 田 渉  殿

国際局長 三 村  淳

外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る

支払手段及び貴金属の輸出規制について

標記について、令和４年３月２５日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する資

産凍結等の措置等について」により、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁止す

る措置を導入することとした。

これを受けて、令和４年３月２９日付で外国為替及び外国貿易法（昭和２４年

法律第２２８号。以下「外為法」という。）第１９条第１項及び第２項の規定に基

づく下記の財務省告示を改正の上、ロシア連邦を仕向地とする支払手段（外為法

第６条第１項第７号イに掲げる銀行券及び政府紙幣に限る。以下同じ。）及び貴金

属（外為法第６条第１項第１０号に規定する貴金属をいう。以下同じ。）の輸出を

財務大臣の許可制とし、令和４年４月５日より適用することとした。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第１項の規定に基づく財務大臣の許可を受け

なければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件（平成２１年

財務省告示第２２５号。以下「支払手段等告示」という。）

・外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受け

なければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省告示

第４４３号。以下「貴金属告示」という。）

上記措置については、今般、総務省、観光庁及び資源エネルギー庁に対して別

添事務連絡を送付したので、税関においても、閣議了解及び外為法の規制の趣旨

を踏まえ、国際局と連携の上、以下のとおり適切に対応願いたい。

１．支払手段又は貴金属の輸出に係る措置

イ ロシア連邦を仕向地とする支払手段又は貴金属の輸出に関して、外国為替

令（昭和５５年政令第２６０号）第８条第２項に基づく財務大臣に対する許

可の申請があった場合には、「支払手段等の輸出又は輸入の許可事務の処理要

領について」（平成２１年７月 7 日付財国第２４６６号）及び「貴金属の輸出

又は輸入の許可事務の処理要領について」（平成１８年１１月１４日付財国第

（ 別 紙 ２ ）



３３６３号）に基づき、適切に処理すること。

ロ 旅客による支払手段の輸出について、許可の要否を判断するに当たっては、

当該旅客の渡航目的、渡航期間及び当該支払手段の使途等を勘案しつつ、支

払手段等告示第二号イ又はロのいずれかに該当するか否かの確認を行うこと。

また、郵送による支払手段の輸出については、差出人に対して送金目的を確

認し、支払手段等告示第二号イ又はロのいずれかに該当するか否かの確認を

行うこと。

ハ 貴金属の輸出について、貴金属告示別表第二の解釈及び取扱いは、経済産

業省通達「輸出貿易管理令の運用について」（昭和６２年１１月６日付輸出注

意事項６２第１１号）の４－２－４に定めるところに準じて行い、許可の要

否を判断すること。

２．その他

本通達にしたがって対応することが困難な事案が発生した場合には、個別に

国際局と協議及び調整をすること。

【資料】

１．総務省に対する事務連絡「外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係

る対応措置について」

２．観光庁に対する事務連絡「外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係

る対応措置について」

３．資源エネルギー庁に対する事務連絡「外国為替及び外国貿易法に基づくロシ

ア連邦に係る対応措置について」



総務省情報流通行政局

郵政行政部郵便課国際企画室長 殿

財務省国際局調査課

外国為替室長 土生 健一

外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る対応措置について

標記について、令和４年３月２５日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する

資産凍結等の措置等について」により、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁

止する措置が導入されることとなりました。

これを受けて、財務省は、令和４年３月２９日付で外国為替及び外国貿易法

（昭和２４年法律第２２８号）第１９条第１項及び第２項の規定に基づく下記

の財務省告示を改正の上、ロシア連邦を仕向地とする支払手段（銀行券及び政

府紙幣に限る。）及び貴金属の輸出を財務大臣の許可制とし、令和４年４月５

日より適用することとしました。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第１項の規定に基づく財務大臣の許可を受

けなければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件（平成２

１年財務省告示第２２５号）

（注１）１０万円以下、かつ、人道目的のもの等、一定の適用除外規定があり

ます。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受

けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省

告示第４４３号）

（注２）本人が携帯品又は職業用具等として携帯して輸出する場合等、一定の

適用除外規定があります。

つきましては、貴省が監督する日本郵便株式会社において、別添のリーフレ

ットを活用しつつ、上記の改正告示の趣旨を踏まえた適切な対応が行われます

ようお願いします。

【参考資料】

１．令和４年３月２９日付報道発表資料

２．外国為替及び外国貿易法第１９条第１項の規定に基づく財務大臣の許可を受けな

ければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件（平成２１年財務

省告示第２２５号）

３．外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受けな

ければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省告示第４

４３号）

４．リーフレット「ロシア連邦へ郵便物を送られる方へ」

令和４年３月２９日



 

 

 

○例外（財務大臣の許可を受ける必要がない支払手段の輸出）

以下に掲げる支払手段は、財務大臣の許可を受けていなくても、輸出することが

できます。

１ ロシア連邦に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払に充て

られるもの

２ ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人に対する支払に充てられるもの

であって、次に掲げるもの（１０万円に相当する額以下のものに限る。）

① ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その

他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

② ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために

充てられるもの

③ ①及び②に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められる

もの

○貴金属の範囲

「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主た

る材料とする物であって以下に該当するものをいいます。

１ 「金の地金、金の合金の地金」とは、金を含有する地金（金の含有量が全重量の１００分の２未

満のものを除く。）であって、その形状が塊、片、粒その他これに類する形状のものをいいます。 

２ 「流通していない金貨」には、強制通用力のある金貨のうち、その額面金額を超える価額で取

引されるものを含みます。 

３ 「金を主たる材料とする物」とは、金の地金を使用する物品であって、その含有する金の重量又

は価格が当該物品の重量又はＦＯＢ価格の２分の１以上のものをいいます。 

（注）本人が携帯品として携帯して輸出する場合など、一定の要件に該当する輸出には財務大臣

の許可は不要です。なお、上記１～３に該当しない物であっても、輸出にあたり経済産業大臣

の承認を要する場合がありますので、ご留意願います。 

ロシア連邦に郵便物を送られる方へ

（支払手段・貴金属の輸出禁止措置） 
令和４年４月５日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手

段（銀行券及び政府紙幣に限る。）及び貴金属の輸出については、原則として、

財務大臣の許可が必要となりました。 

この輸出には、国際郵便による現金の送金や貴金属の送付も含まれます。 

お問合せ先 

財務省国際局調査課 外国為替室 

電話：03-3581-4111（内線）5289 



観光庁参事官（旅行振興） 殿

財務省国際局調査課

外国為替室長 土生 健一

外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る対応措置について

標記について、令和４年３月２５日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する

資産凍結等の措置等について」により、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁

止する措置が導入されることとなりました。

これを受けて、財務省は、令和４年３月２９日付で外国為替及び外国貿易法

（昭和２４年法律第２２８号）第１９条第１項及び第２項の規定に基づく下記

の財務省告示を改正の上、ロシア連邦を仕向地とする支払手段（銀行券及び政

府紙幣に限る。）及び貴金属の輸出を財務大臣の許可制とし、令和４年４月５日

より適用することとしました。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第１項の規定に基づく財務大臣の許可を受

けなければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件（平成２

１年財務省告示第２２５号）

（注１）１０万円以下、かつ、人道目的のもの等、一定の適用除外規定があり

ます。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受

けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省

告示第４４３号）

（注２）本人が携帯品又は職業用具等として携帯して輸出する場合等、一定の

適用除外規定があります。

つきましては、貴庁が所管の旅行業者に対し、別添のリーフレットを活用し

つつ、上記の改正告示の趣旨を踏まえた適切な対応が行われますよう周知方お

願いいたします。

【参考資料】

１．令和４年３月２９日付報道発表資料

２．外国為替及び外国貿易法第１９条第１項の規定に基づく財務大臣の許可を受けな

ければならない支払手段又は証券の輸出又は輸入を指定する件（平成２１年財務

省告示第２２５号）

３．外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受けな

ければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省告示第４

４３号）

４．リーフレット「ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する留意事項について」 

令和４年３月２９日



 

 

○例外（財務大臣の許可を受ける必要がない支払手段の輸出）

以下に掲げる支払手段は、財務大臣の許可を受けていなくても、輸出することができ

ます。

１ ロシア連邦に滞在する居住者がその滞在に伴い通常必要とする支払に充てられ

るもの

２ ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人に対する支払に充てられるものであ

って、次に掲げるもの（１０万円に相当する額以下のものに限る。）

① ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生

活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの

② ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てら

れるもの

③ ①及び②に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

○貴金属の範囲

「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる

材料とする物であって以下に該当するものをいいます。

１ 「金の地金、金の合金の地金」とは、金を含有する地金（金の含有量が全重量の１００分の２未満

のものを除く。）であって、その形状が塊、片、粒その他これに類する形状のものをいいます。 

２ 「流通していない金貨」には、強制通用力のある金貨のうち、その額面金額を超える価額で取引さ

れるものを含みます。 

３ 「金を主たる材料とする物」とは、金の地金を使用する物品であって、その含有する金の重量又は

価格が当該物品の重量又はＦＯＢ価格の２分の１以上のものをいいます。 

（注）本人が携帯品として携帯して輸出する場合など、一定の要件に該当する輸出には財務大臣の

許可は不要です。なお、上記１～３に該当しない物であっても、輸出にあたり経済産業大臣の承

認を要する場合がありますので、ご留意願います。 

ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する

留意事項について（支払手段・貴金属の輸出禁止措置） 

令和４年４月５日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手

段（銀行券及び政府紙幣に限る。）及び貴金属の輸出については、原則として、

財務大臣の許可が必要となりました。 

旅行者に対しても、上記措置の周知をお願いします。 

お問合せ先 

財務省国際局調査課 外国為替室 

電話：03-3581-4111（内線）5289 



資源エネルギー庁 鉱物資源課長 殿

財務省国際局調査課

外国為替室長 土生 健一

外国為替及び外国貿易法に基づくロシア連邦に係る対応措置について

標記について、令和４年３月２５日の閣議了解「ロシア連邦関係者に対する

資産凍結等の措置等について」により、ロシア連邦に対する奢侈品の輸出を禁

止する措置が導入されることとなりました。

これを受けて、財務省は、令和４年３月２９日付で外国為替及び外国貿易法

（昭和２４年法律第２２８号）第１９条第２項の規定に基づく下記の財務省告

示を改正の上、ロシア連邦を仕向地とする貴金属の輸出を財務大臣の許可制と

し、令和４年４月５日より適用することとしました。

・外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受

けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省

告示第４４３号）

（注）本人が携帯品又は職業用具等として携帯して輸出する場合等、一定の適

用除外規定があります。

つきましては、ロシア連邦を仕向地とする貴金属の輸出に係る措置について、

貴庁が所管の金地金等取引事業者に対し、別添のリーフレットを活用しつつ、

上記の改正告示の趣旨を踏まえた適切な対応が行われますよう周知方お願い

いたします。

【参考資料】

１．令和４年３月２９日付報道発表資料

２．外国為替及び外国貿易法第１９条第２項の規定に基づく財務大臣の許可を受けな

ければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件（平成１８年財務省告示第４

４３号）

３．リーフレット「ロシア連邦を仕向地とする貴金属の輸出禁止措置について」

令和４年３月２９日



 

○貴金属の範囲

「貴金属」とは、金の地金、金の合金の地金、流通していない金貨その他金を主たる

材料とする物であって以下に該当するものをいいます。

１ 「金の地金、金の合金の地金」とは、金を含有する地金（金の含有量が全重量の１

００分の２未満のものを除く。）であって、その形状が塊、片、粒その他これに類する

形状のものをいいます。 

２ 「流通していない金貨」には、強制通用力のある金貨のうち、その額面金額を超え

る価額で取引されるものを含みます。 

３ 「金を主たる材料とする物」とは、金の地金を使用する物品であって、その含有する

金の重量又は価格が当該物品の重量又はＦＯＢ価格の２分の１以上のものをいい

ます。 

（注）本人が携帯品として携帯して輸出する場合など、一定の要件に該当する輸出に

は財務大臣の許可は不要です。なお、上記１～３に該当しない物であっても、輸

出にあたり経済産業大臣の承認を要する場合がありますので、ご留意願いま

す。 

ロシア連邦を仕向地とする

貴金属の輸出禁止措置について 

令和４年４月５日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする貴金属

の輸出については、原則として、財務大臣の許可が必要となりました。 

金の地金等の売買を行う顧客に対しても、上記措置の周知をお願いします。

お問合せ先 

財務省国際局調査課 外国為替室 

電話：03-3581-4111（内線）5289 


